
広報かみ平成２３年５月号 広報かみ平成２３年５月号 １８１９

お知らせお知らせ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         お知らせお知らせ

　少子化対策の一環として、子育て支援の充実を図るため、

乳幼児医療費助成制度の対象年齢が、小学６年生まで拡充さ

れ※、今年７月診療分から適用となります（所得制限はあり

ません）。※従来は小学校入学前まで。

　助成を受けるには認定申請書の提出が必要です。認定申請

書は小学校を通じ、対象児童に配布していますので、お早め

に提出をお願いします。なお、就学前の乳幼児をもつ保護者

の方は、提出の必要はありません。

対象　市内に住所を有する小学生の保護者

申請に必要なもの　①配布した認定申請書

　　　　　　　　　②お子さんの健康保険証（コピー可）

問い合わせ・申請先

市民保険課保険班　☎５３－３１１５

香北支所　☎５９－２３１３

物部支所　☎５８－３１１１

　
平
成
23
年
度
後
期
高
齢
者
健
診

　

次
の
方
は
、
後
期
高
齢
者
の

健
康
診
査
を
受
診
で
き
ま
す
。

ご
希
望
の
方
は
お
電
話
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

【
対
象
】
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
証
を
お
持
ち
の
方
で
、
生
活

習
慣
病
治
療
の
お
薬
を
飲
ん
で

い
な
い
方
。

※

後
期
高
齢
者
の
健
康
診
査

は
、
生
活
習
慣
病
（
高
血
圧

症
・
糖
尿
病
・
コ
レ
ス
テ
ロ
ー

ル
が
高
い
な
ど
の
脂
質
異
常

症
・
血
管
疾
患
・
心
疾
患
）
を

早
期
発
見
す
る
た
め
の
も
の
で

す
。
そ
の
た
め
、
生
活
習
慣
病

で
服
薬
中
の
方
は
、
病
院
で
同

じ
検
査
を
受
け
て
い
ま
す
の
で

健
診
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先
】

市
民
保
険
課
保
険
班

☎
53
・
３
１
１
５

多
子
世
帯
の
保
育
料
が
軽

減
さ
れ
ま
す

　
香
美
市
多
子
世
帯
保
育
料
軽
減

事
業

　

香
美
市
で
は
、
多
子
世
帯
の

子
育
て
の
経
済
的
負
担
を
軽
減

す
る
こ
と
を
目
的
に
、
保
育
園

や
幼
稚
園
、
届
出
認
可
外
施
設

へ
通
園
す
る
児
童
の
保
護
者
に

対
し
、
保
育
料
を
軽
減
す
る
事

業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

【
対
象
】
満
18
歳
に
満
た
な
い

児
童
が
３
人
以
上
い
る
世
帯

で
、
第
３
子
以
降
の
児
童
の
う

ち
３
歳
未
満
（
申
請
年
度
４
月

１
日
時
点
）
の
児
童
の
保
育

料
。

【
軽
減
額
】
保
育
園
は
無
料
。

認
可
外
施
設
は
５
万
円
が
上

限
。
幼
稚
園
は
就
園
奨
励
費
補

助
金
を
控
除
し
た
額
で
２
万
５

千
円
が
上
限
。

※

通
園
す
る
施
設
、
ま
た
は
教

育
振
興
課
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

教
育
振
興
課
幼
保
支
援
班

☎
53

・

１
０
８
８

障
害
者
福
祉
医
療
費

助
成
制
度
の
ご
案
内 

　

こ
の
制
度
は
、
重
度
心
身
障

害
児
（
者
）
の
保
健
の
充
実
と

福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目

的
に
、
保
険
診
療
の
自
己
負
担

分
を
助
成
す
る
制
度
で
す
。 

【
対
象
者
】

●
重
度
心
身
障
害
児
（
者
）

・
身
体
障
害
者
手
帳
の
１
級
ま

　

た
は
２
級
を
お
持
ち
の
方

・
療
育
手
帳
の
A1
ま
た
は
A2
を

　

お
持
ち
の
方

・
18
歳
未
満
の
児
童
で
、
身
体

　

障
害
者
手
帳
の
３
級
ま
た
は

　

４
級
を
持
ち
、
療
育
手
帳
の

　

B1
を
お
持
ち
の
方

●
所
得
制
限
等

・
65
歳
未
満
の
方
ま
た
は
65
歳

　

以
上
で
、
平
成
15
年
９
月
30

　

日
以
前
に
障
害
者
と
な
っ
た

　

方
は
所
得
制
限
は
あ
り
ま
せ

　

ん
。

・
65
歳
以
上
で
、
平
成
15
年
10

　

月
１
日
以
降
、
新
た
に
障
害

　

者
と
な
っ
た
方
は
、
住
民
税

　

非
課
税
世
帯
の
方
の
み
が
対

　

象
と
な
り
ま
す
。

【
申
請
方
法
】

次
の
も
の
を
持
参
し
、
窓
口
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

①
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
療

育
手
帳
②
健
康
保
険
証
③
認
印

※

現
在
１
年
ご
と
に
更
新
の
対

象
の
方
は
、
６
月
末
で
有
効
期

限
が
切
れ
ま
す
。
引
き
続
き
助

成
を
希
望
の
方
は
、
所
得
判
定

に
よ
る
資
格
の
更
新
を
行
い
ま

す
の
で
、
６
月
中
に
①
〜
③
を

持
参
し
、
更
新
の
手
続
き
を
行

っ
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先
】

市
民
保
険
課
保
険
班

☎
53

・

３
１
１
５

香
北
支
所
☎
59
・
２
３
１
１

物
部
支
所
☎
58
・
３
１
１
１

ひ
と
り
親
家
庭

医
療
費
助
成
制
度

　

18
歳
ま
で
の
お
子
さ
ん
が
い

る
ひ
と
り
親
家
庭
や
、
ご
両
親

の
い
な
い
お
子
さ
ん
と
そ
の
養

育
者
の
医
療
費
の
う
ち
、
保
険

診
療
分
の
一
部
負
担
金
を
申
請

の
あ
っ
た
月
の
翌
月
か
ら
助
成

し
ま
す
。

【
対
象
】

所
得
税
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い

世
帯
で
、
申
請
の
あ
っ
た
翌
月

か
ら
の
助
成
と
な
り
ま
す
。　

【
申
請
方
法
】

次
の
も
の
を
持
参
し
、
窓
口
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

①
保
険
証
（
お
子
さ
ん
の
名
前

が
入
っ
た
も
の
）※

カ
ー
ド
の

場
合
は
お
子
さ
ん
の
分
と
被
保

険
者
の
分
②
認
印
③
所
得
証
明

（
住
民
票
が
平
成
23
年
１
月
１

日
現
在
香
美
市
に
な
い
場
合
）

※

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
の
受
給

者
資
格
は
毎
年
６
月
末
で
更
新

さ
れ
ま
す
。

　

現
在
受
給
中
の
方
で
、
資
格

更
新
さ
れ
る
方
は
６
月
中
に
①

〜
③
を
持
参
し
、
更
新
の
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先
】

市
民
保
険
課
保
険
班

☎
53

・

３
１
１
５

香
北
支
所
☎
59
・
２
３
１
３

物
部
支
所
☎
58
・
３
１
１
１

後
期
高
齢
者
医
療

福　　　　

祉

空
き
店
舗
な
ど
を
活
用
し

た
開
業
等
を
支
援
し
ま
す

　

香
美
市
商
工
会
で
は
、
空
き

店
舗
等
を
活
用
し
て
開
業
等
を

行
う
事
業
者
を
支
援
し
ま
す
。

【
対
象
者
】
市
内
で
、
空
き
店

舗
等
を
活
用
し
、
新
た
に
事
業

を
行
う
方
。
そ
の
他
要
件
が
あ

り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
香
美

市
商
工
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
募

集
要
項
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
支
援
内
容
】
店
舗
等
の
内
装

経
費
、
什
器
備
品
の
購
入
費

用
、
店
舗
等
の
家
賃
の
２
分
の

１
以
内
（
最
大
50
万
円
以

内
）
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い

て
審
査
会
の
審
査
を
経
て
助
成

の
可
否
を
決
定
し
ま
す
。

【
締
切
】
平
成
23
年
７
月
末

【
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先
】

香
美
市
商
工
会

☎
53

・

４
１
１
１

◆耐震診断
申 請 者 　対象住宅の所有者

診断費用　３，０００円（１棟につき）

募集　数　４０棟　

◆改修費補助
補助金額　最高６０万円まで

　　　　　※工事費が６０万円未満

　　　　　　の場合は全額補助

募集　数　９棟

　家具の転倒予防金具等の取り付け事業を実施します。
対象世帯　①満６５歳以上の高齢者のみで構成される世帯

　　　　　②身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉

　　　　　　手帳の交付を受けた者が属する世帯

　　　　　③要支援、要介護認定を受けた者が属する世帯　　

　　　　　④母子世帯

募集戸数　１０戸　

費　　用　取り付け作業（１世帯５台まで）の費用は市が負担

　　　　　し、転倒予防金具等は個人負担になります。　

木造住宅耐震診断・改修補助募集！

家具転倒予防金具取り付け

南海地震南海地震に備えよう！備えよう！

◆改修設計費補助
補助金額　最高２０万円まで

募集　数　９棟　

【問い合わせ・申込先】

　まちづくり推進課

　防災対策推進班

　☎５３－１０６１

　昭和５６年５月３１日以前に建築された木造住宅※を対象に、

耐震診断・改修設計費補助・改修費補助の募集を行います。
※在来工法（軸組構法及び伝統構法）、枠組み壁工法の一戸建て、長屋および共同住宅
で併用住宅を含み、持ち家、貸家を問わない）。ただし、販売を目的とするものは除く

補
助
・
助
成
金

香美市の人権擁護委員

◆土佐山田町担当  

  井上 俊一・髙橋 梅尾    

  福島 勇二・前田 隆明

  村田 珠美

◆香北町担当  

  小野川 忠純・上村 善和

◆物部町担当

  岩越 美代・爲近 初男

【問い合わせ先】

 高知地方法務局香美支局

　☎５２－３０４９

四国一斉１２時間電話相談
　高知地方法務局と高知県人権擁護

委員連合会では、１２時間電話相談

を実施します。

【期間】６月１日(水)９時～２１時

【相談先】  ０１２０－４５９－７３７

【取扱内容】

　差別待遇、暴行・虐待、いじめ、

　DV等、家庭および近隣関係等に
　おける人権問題に関するあらゆ

　る相談。

　※相談無料、秘密は厳守します。

　人権擁護委員をご存知ですか？６月１日は人権擁護委員

法が施行された日です。当日は、全国一斉特設人権相談所を

開設します。時間・場所およびその他の特設相談日は、市

民カレンダーをご覧ください。

６月１日は日は人権擁護委員の日人権擁護委員の日ですです６月１日は日は人権擁護委員の日人権擁護委員の日ですです６月１日は人権擁護委員の日人権擁護委員の日です

人
権
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

人 

K
E
N 

あ
ゆ
み
ち
ゃ
ん

人
権
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

人 

K
E
N 

ま
も
る
君

人権擁護委員は、人権に関する

啓発活動や、地域の皆さんから

の人権相談を受けるなどの活動

を行っています。

（しこく なやみなし）

人権に関する相談は、法務局または

人権擁護委員まで。無料・秘密厳守

で相談に応じます。

申込期限は、いずれも

平成２３年１２月２２日（木）

　　小学６年生まで
　　　　医療費が無料になります


